
公共施設の利用制限 Ｒ４．１１．１８現在

小康期
レベル３
（注意）

レベル４
（警戒）

レベル５
（最大警戒）

レベル６
（まん延防止措置）

　全圏域　レベル６
（緊急事態宣言）

1 小学校
感染防止対策を講じて
開放

感染防止対策を講じて
開放

感染防止対策を講じて
開放

感染防止対策を講じて
開放

感染の状況や学校関係機関
の方針を踏まえた対策を実施

感染の状況や学校関係機関
の方針を踏まえた対策を実施

2 児童館、児童クラブ
感染防止対策を講じて
通常開館

感染防止対策を講じて
通常開館

感染防止対策を講じて
通常開館

感染防止対策を講じて
通常開館

感染の状況や県の基本的対
処方針を踏まえた対策を実施

感染の状況や県の基本的対
処方針を踏まえた対策を実施

3 中学校
感染防止対策を講じて
開放

感染防止対策を講じて
開放

感染防止対策を講じて
開放

感染防止対策を講じて
開放

感染の状況や学校関係機関
の方針を踏まえた対策を実施

感染の状況や学校関係機関
の方針を踏まえた対策を実施

4 保育園 子育て支援課 通常保育 通常保育 通常保育 通常保育 通常保育 通常保育

5 図書館 生涯学習課
開館
（滞在時間は2時間以
内）

開館
（滞在時間は2時間以
内）

開館
（滞在時間は2時間以
内）

開館
（滞在時間は2時間以
内）

開館
　（滞在時間は2時間以内）

市内の感染状況により判断

6 市民ラウンジ 総務課 利用可 利用可 利用可
市内感染状況に応じ判
断する

市内感染状況に応じ判断する 市内感染状況に応じ判断する

7 中央公民館
開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

ロビーは使用禁止、貸館は原
則停止

市内の感染状況により判断

地区公民館
　　・祢津公民館
　　・滋野コミュニティーセンター
　　・和コミュニティーセンター

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

ロビーは使用禁止、貸館は原
則停止

市内の感染状況により判断

　　・北御牧公民館
　　　（市民交流サロン含む）

生涯学習課
地域づくり支援室

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

ロビーは、使用禁止、貸館は
原則停止）

市内の感染状況により判断

9 文化会館 通常営業

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

10 梅野記念絵画館 通常営業

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

11 丸山晩霞記念館 通常営業

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

12 市内体育施設 通常営業

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

13 中央公園 通常営業

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

14 湯の丸高原高地トレーニング施設 通常営業

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

通常営業
（・来館者及び施設管理者
のガイドラインに基づき運
営
・市内感染状況により全館
閉鎖の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

利用制限あり
（・来館者及び施設管理者のガイ
ドラインに基づき運営
・市内感染状況により全館閉鎖
の可能性あり）

15 湯の丸高原ビジターセンター
感染防止対策を講じな
がら開館

感染防止対策を講じな
がら開館

感染防止対策を講じな
がら開館

感染防止対策を講じな
がら開館

感染防止対策を講じながら開
館

感染防止対策を講じながら開
館

16 海野宿玩具館・資料館
感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じながら営
業

感染防止対策を講じながら営
業

17 勤労者会館会議室

(利用制限等は中央公民館に準
ずる)
やむを得ない会議等の開催につ
いては、主催者判断

(利用制限等は中央公民館に準
ずる)
やむを得ない会議等の開催につ
いては、主催者判断

(利用制限等は中央公民館に準
ずる)
やむを得ない会議等の開催につ
いては、主催者判断

(利用制限等は中央公民館に準
ずる)
やむを得ない会議等の開催につ
いては、主催者判断

(利用制限等は中央公民館に準ずる)
やむを得ない会議等の開催については、
主催者判断

(利用制限等は中央公民館に準ずる)
やむを得ない会議等の開催については、
主催者判断

18 東部人権啓発センター会議室
開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

貸館は原則停止 市内感染状況に応じ判断する

19 北御牧人権啓発センター会議室
開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

開館
（利用人数の制限あり）

貸館は原則停止 市内感染状況に応じ判断する

20 総合福祉センター ３階講堂・研修室 福祉課

利用可(市内の社会福祉団体、社
会教育関係団体及び文化団体に
限る。)
開館日：月～金曜日(祝祭日を除
く）
開館時間：午前9時～午後4時
利用人数：講堂50名まで、研修室
25名まで

利用可(市内の社会福祉団体、社会
教育関係団体及び文化団体に限
る。)
開館日：月～金曜日(祝祭日を除く）
開館時間：午前9時～午後4時
利用人数：講堂50名まで、研修室25
名まで

利用可(市内の社会福祉団体、社会
教育関係団体及び文化団体に限
る。)
開館日：月～金曜日(祝祭日を除く）
開館時間：午前9時～午後4時
利用人数：講堂50名まで、研修室25
名まで

利用可(市内の社会福祉団体、社会
教育関係団体及び文化団体に限
る。)
開館日：月～金曜日(祝祭日を除く）
開館時間：午前9時～午後4時
利用人数：講堂50名まで、研修室25
名まで

市内の感染状況により判断 利用不可

21
     　　 〃　　　　　２階高齢者センター
　　　　　　　　　（休止中）

福祉課 ― ― ― ― ― ―

22  　　　　〃　　　　　２階保健センター 健康保健課
利用可（市内の保健福
祉関係団体に限る。）

利用可（市内の保健福
祉関係団体に限る。）

利用可（市内の保健福
祉関係団体に限る。）

利用可（市内の保健福
祉関係団体に限る。）

必要な健診以外は不可 必要な健診以外は不可

23 東部子育て支援センター

利用者：東御市民
 （未就園児及び保護者）
開館日：月曜日～土曜日
開館時間：9時～16時
（12時から13時までは消毒　
作業のため閉所）
利用人数：15組まで
飲食：なし
行事：あり（予約制10組）

利用者：東御市民              
（未就園児及び保護者）
開館日：月曜日～金曜日
開館時間：9時～16時
（12時から13時までは消毒　
作業のため閉所）
利用人数：15組まで
利用時間：2時間まで
飲食：なし
行事：あり（予約制10組）

利用者：東御市民              
（未就園児及び保護者）
開館日：月曜日～金曜日
開館時間：9時～16時
（12時から13時までは消毒　
作業のため閉所）
利用人数：15組まで
利用時間：2時間まで
飲食：なし
行事：なし

利用者：東御市民                              
（未就園児及び保護者）
開館日：月曜日～金曜日
開館時間：9時～10時30分　　　　　　　
　　　　　　10時45分～12時
  　　　　　13時～16時　　　　　　　　
（12時から13時までは消毒作
業　　　　　　　　のため閉所）
午前は予約制で週3回までの
利用　
午後は予約なしで１時間の利
用とし、利用日数に制限は無
し
利用人数：各10組まで　
飲食：なし
行事：なし

休館 休館

24 北御牧子育て支援センター

利用者：東御市民            
（未就園児及び保護者）
開館日：月曜日～金曜日
開館時間：9時～14時30分
利用人数：10組まで
飲食：なし
行事：あり（予約制10組）

利用者：東御市民                
（未就園児及び保護者）
開館日：月曜日～金曜日
開館時間：9時～14時30分
利用人数：10組まで
利用時間：2時間まで
飲食：なし
行事：あり（予約制10組）

利用者：東御市民               
（未就園児及び保護者）
開館日：月曜日～金曜日
開館時間：9時～12時
利用人数：10組まで
利用時間：2時間まで
飲食：なし
行事：なし

利用者：東御市民                                        
（未就園児及び保護者）
開館日：月曜日～金曜日
開館時間：9時～12時  　　　　　　　　　　
利用人数：10組まで　
利用時間：1時間まで
飲食：なし
行事：なし

休館 休館

25 ふれあいトロンセンター 福祉課
感染防止対策を講じな
がら営業
※飲食不可

感染防止対策を講じな
がら営業
※飲食不可

感染防止対策を講じな
がら営業
※飲食不可

感染防止対策を講じな
がら営業
※飲食不可

感染防止対策を講じながら営
業
※飲食不可

感染防止対策を講じながら営
業
※飲食不可・人数制限有

26

日帰り温泉施設
　　湯楽里館
　　ゆうふるtanaka
　　御牧の湯

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

サウナ中止
県の基本的対処方針を踏まえ
た対策を実施

サウナ中止
県の基本的対処方針を踏まえ
た対策を実施
営業時間等は近隣市町村の
温泉施設と足並みを揃える

27 明神館
感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

県の基本的対処方針を踏まえ
た対策を実施

県の基本的対処方針を踏まえ
た対策を実施
営業時間等は近隣市町村の
温泉施設と足並みを揃える

28 憩いの家 農林課
感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

県の基本的対処方針を踏まえ
た対策を実施

県の基本的対処方針を踏まえ
た対策を実施

29 観光情報ステーション 商工観光課
感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じな
がら営業

感染防止対策を講じながら営
業

感染防止対策を講じながら営
業

30 道の駅「雷電くるみの里」 農林課

店舗・食堂・トイレ・生産
者入口は感染防止対
策を徹底する。県内感
染者500人になったら
資料館を開ける。

基本的な感染防止対策
(マスク着用、手指消毒3
密回避)を徹底する。

基本的な感染防止対策
を社員、お客様に周知
徹底する。

十分な対策が困難なイ
ベントは再検討とする。

各種イベントは延期または中
止とする。

同左

感染警戒レベルに応じた対応方針　（随時対応）

№ 施設名 所管課

教育課

生涯学習課

8

文化・スポーツ振興課

商工観光課

人権同和政策課

子育て支援課

商工観光課

レベル６ 　全圏域　レベル６

《まん延防止等重点措置》
【特措法に基づく】

《緊急事態宣言》
【特措法に基づく】

陽性者の発生が比較的落ち着い
ている

感染拡大に警戒が必要 感染が拡大している 感染が顕著に拡大している
特定の区域において県民生活及
び県民経済に甚大な影響を及ぼ
すおそれがある

県民生活及び県民経済に甚大な
影響を及ぼすおそれがある

各々の状況に応じた感染防止対
策を講じること

基本的な感染防止対策（マスク着
用、手指消毒、密集・密接・密閉の
いずれも回避すること）を徹底する
こと

・重症化リスクの高い方は感染リス
クが高い場面・場所では十分注意
すること

・事業者等はガイドラインの遵守を
徹底すること　等

・重症化リスクの高い方は感染リス
クが高い場面・場所を避けること

・事業者等ではリモートワークの活
用など感染拡大防止対策を徹底す
ること

・十分な対策が困難なイベントにつ
いては内容等の再検討などを行うこ
と　等

長野県基準　【Ｒ４．10．28改正】

状　況

対策・呼びかけ 感染の状況や国の基本的対処方針を踏まえた対策を実施

レベル 小康期
レベル３
（注意）

レベル４
（警戒）

レベル５
（最大警戒）


